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人生の大切な場面で避けて通れない「オロ続」と「遺言」。

この講座では、元裁判官の講師が、初めての方にも「オロ続」や「遺言」の基本的な仕組みを

わかりやすく、そして、ていねいに解説します。

ご自身の備えとしてはもちろん、ご家族への思いにもつながる
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の内容です。これからの安心のために、一緒に学んでみませんか。

2026。 2/27蜀 3/6蜀 3/13蜀 lo:oo～ 11:30(全 3回 )

会場 大阪市立総合生涯学習センター 伏阪駅前第2ビル5階 )

●相続とは何か  ●相続の開始  ●相続人・被相続人・遺留分などの法律用語の解説
●相続人・相続分の具体例  ●相続の放棄・限定承認  ●遺言の方法
● 自筆証書遺言を作成する際の留意点  ●相続の典型的な紛争例の紹介など

※2025年 4月・5月 実施の「本目続と遺言 はじめの第一歩」をご受講された方は、同じ内容が含まれることをご了承の上

お申し込みください

受講料  4′500円 (全 3回分) 講 師 小久保孝雄
大阪市生涯学習インス トラクター

元裁判官/元京都大学大学院教授対 象 初めて遺言や相続についての
お話を聞く方

36年間裁判官として勤務し、定年退官後 2018年から5年

間京都大学大学院法学研究科教授として民事訴訟手続を

担当した。現在は、専門家に対する法律関連の講演のほか、

大阪市生涯学習インス トラクターとして各所で市民向け

の法律入門講演を担当している。

申込方法は裏面をご覧ください

主催 :大阪市立総合生涯学習センター (指定管理者 :一般財団法人大阪教育文化振興財団)   ・

定 員  20人 (申込先着順)

申込締切 2026年 2月 20日 (金 )
※申込締切の時点で申込者が 10名以下の場合、

中止となる可能性があります
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申込方法

インターネット(いちょうネット)

いちょうネット(httpsプ /WWW manabicty osaka up)か ら「講座・イベント」を

クリックし、「キーワードで探す」で「相続と遺言」と検索して、必要事項を

入力のうえ、お申し込みください。

青

電話・来館

①講座名 ②名前 (ら、りがな)③電話番号 ④お住まいの市区町村
を下記の申込先にお知らせのうえ、お申し込みください。

「相続と遺言」申込フォーム

(いちょうネット)

【個人情報の取り扱いについて】

■ご記入いただきました個人情報は、講座ご参加の確認や、講座に関するご連絡のためにのみ使用し、お申込みをもって、同意されたものとさせて
いただきます。
■事業者:一般財団法人大阪教育文化振興財団
■lE人情報の取扱い、苦情及びご相談に関するお問い合せ先
一般財団法人大阪教育文化振興財団 個人情報保護管理者 総務課長 宛 Te L 06 4963 2527(月 ～金1000～ 17:00)

会場・申込口問い合わせ先

反市立総合生涯学習センター

T530-0001

大阪市北区梅田1-2-2-500(大 阪駅前第2ビル5階 )

丁EL:06-6345-5004  FAX:06-6345-5019

開館時間:9時30分～21日寺30分 (日・祝は17時まで)

休館日:毎月第103月曜日/年末年始 (12/28～ 1/4)

アクセス:Osaka Metro「西梅田」0「梅田」0「東梅田」

」R「大阪」0東西線「北新地」

阪急/阪神「大阪梅田」

【講座の開催中止について】

開催当日午前 7時の時点で、「大阪市」に「暴風警報」もしくは「特別警報(種類は間わない)」が発令されている場合、または
地震・災害等により」R大阪環状線、及びOsaka Metroの 双方が運体している場合、本講座の開催を中止いたします。

開催が中止となつた場合には、センターのホームページ上でお知らせいたします。
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